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本論は関西 3 府県の周産期医療提供体制の把握を目的として、分娩施設の現状を調査し、利用者

の代表点から分娩施設までの移動距離を計測して分娩施設の集約化の可能性を検討した。その結果、

全分娩施設については移動距離 30km までに全出生数を含むが、高度医療を提供する分娩施設につ

いては移動距離が延長し 2 次医療圏や府県間で差が生じる。分娩施設が多い 2 次医療圏では大きな

移動距離の延長を伴わない集約化が可能である。 
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Ⅰ．はじめに 

日本の出生数は長期的にみて減少傾向にある 1）。出生数の減少は産科に対する需要の減少を意

味し、供給者である産婦人科医師や分娩施設も減少していくと予想される 2）。一方、医療の高度

化は、一施設当たり医師数増加の必要性を生じさせる 3）。加えて、医師の労働環境の整備・改善

は、政府による働き方改革の一環としても注目されている 4）。産婦人科では他科に比較して医療

従事者の労働が厳しいものとなりがちである 5）6）。これらのことから、産婦人科における集約化

は重要な課題の 1 つである 7）8）9）10）。 

高度な周産期医療を提供する分娩施設の集約化は、石川 10）が指摘しているように、周産期医療

の安全性や質の向上を目的として行われ、利用者にとっても望ましいものである。一方、集約化

によって生じうるデメリットの 1 つに、通院距離（または通院時間）の延長がある 11）12）13）14）。

移動距離の延長は死亡率などの医療指標を悪化させることがある 15）。しかし、分娩施設が一定の

地域に複数以上立地している場合、それらの集約化は利用者の移動距離をあまり延長させないだ

ろう。病院の配置について、相羽 16）は立地費用を制約条件とする理論分析の結果を新潟県上越医

療圏に適用し、現状より低い立地費用を満足する公的病院配置が存在すること、および再配置前

よりも病院数と病床数が減少するが、通院距離の延長を抑制するような配置の可能性を示した。 
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また、価格が公定される日本の公的医療保険制度では、待ち時間や通院のための移動距離が、

価格のかわりに医療サービスを割り当てる方法の 1 つと考えられる 17）18）19）。医療機関での混雑

に伴う待ち時間や、居住地から医療機関までの移動距離は、利用者にとっての機会費用と解釈で

きる。移動距離の計測は、医療サービスにおける利用者側の機会費用の明示化であると考えられ

る。江原 20）は、高度な小児科医療を提供する医療機関の配置を所与として、各市区町村の人口中

心から医療機関までの距離を計測することにより利用者の利便性を検討し、「大多数は問題ないと

判断されるが、アクセス不十分な者が少数存在する」という結果を示した 21）。 

本論の目的は、関西北部 3 府県（滋賀、京都、兵庫）を対象に、（1）分娩施設の立地場所とそ

の機能を調査し、各府県の周産期医療提供体制の状況を把握するとともに、（2）妊婦の居住地か

ら最寄りの分娩施設までの距離を 3 種類計測して移動距離がどの程度かを把握し、（3）2 次医療

圏を単位とする分娩施設の集約化を検討することである。なお、関西は 2 府 4 県（滋賀、京都、

兵庫、大阪、奈良、和歌山）からなるとされる 22）。そのうち、本論では関西 3 府県（滋賀、京都、

兵庫）を対象とする。 

これまでに北海道から東海までの都道府県を対象に同様の調査・検討をおこなってきた。移動

距離の測定について、中島 23）までは Google マップを使用したが、中島 24）以降は緯度経度情報に

基づく直線距離を測定した。また、集約化の検討は中島 25）以降に開始している。本論では中島 26）

等と同様に緯度経度情報に基づく直線距離を計測するとともに、集約化の検討をおこなう。 

すなわち、（1）各府県の分娩施設の住所と機能を調査する。調査はすべてインターネットを通

じて得られた情報をもとにする。調査時点は 2018 年 4～12 月である。（2）妊婦の居住地として市

町村役場を代表点とし、各市町村役場から分娩施設への移動距離を 3 種類計測する。（3）計測し

た移動距離の単純な集計結果の比較とともに、出生数の規模を考慮して集計した移動距離の比較

を行う。（4）（1）～（3）の結果に基づき、2 次医療圏を基本的な単位として集約化の可能性を検

討する。なお、分娩取扱病院を総合・地域周産期母子医療センターにすべて集約化すると仮定し

た石川 10）とは異なり、本論では総合・地域周産期母子医療センターおよび公的・大学病院 27）間

での集約化を考える。公的・大学病院を集約化の対象とする理由は以下の通りである：これらの

医療機関は一般に高い公益性を期待され、都道府県による医療計画や地域医療構想においても個

人立の医療機関等とは規制のありかたが異なるためである。 

以下では、提供可能な周産期医療のレベルに応じて、分娩施設を 3 種類に分類する。1 つは 24

時間の周産期救急体制を取り、周産期における高度な 3 次医療を提供する総合周産期母子医療セ

ンター（以下、総合センター）である。2 つめは、総合センターの設置基準を満たしていないが、

それに準ずる機能を持ち、周産期医療における 2 次医療を提供する地域周産期母子医療センター

（以下、地域センター）である 28）。3 つめは、主に正常分娩と緊急度の低い帝王切開を扱い、周

産期医療における 1 次医療を提供する分娩施設である。 
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調査・検討の結果、次の 3 点が明らかとなった。第 1 に、周産期医療提供体制について、関西

3 府県における総合センターと地域センター（以下、センター）は滋賀県に 4、京都府に 19、兵庫

県に 12 あり、県庁所在地などの人口や出生数の多い 2 次医療圏に多く立地する傾向にある。 

第 2 に、（1）2 次医療圏での移動距離の平均および 1 出生当たり移動の機会距離は、分娩施設

が高度化するにつれ長くなる。（2）出生割合は、最寄りの分娩施設とセンターについては、3 府県

とも分娩施設までの移動距離 30～40km までに 100%に達する。最寄りの総合センターについて

は、100%に達するまでの移動距離が延びるとともに、府県間に差が生じる。（3）出生割合と総合

センターまでの移動距離の平均には、負の相関関係がある。（4）関西 3 府県の 86 市町村につい

て、13 施設が最寄りの総合センターとなり、うち、滋賀県では滋賀医科大学医学部附属病院、京

都府では京都第一赤十字病院、兵庫県では神戸大学医学部附属病院が各府県の最大の出生割合を

カバーする施設である。 

第 3 に、分娩施設の集約化の可能性を検討した。1 つのセンターの医師数が「ある望ましいレ

ベル」（以下、目標値）に足りない場合でも、同じ 2 次医療圏内に複数以上のセンターや公的・大

学病院がある場合、移動距離の延長を伴わない集約化が可能である。 

以下では、Ⅱ章で関西 3 府県の周産期医療提供体制の概略を、Ⅲ章で移動距離の計測結果を、

Ⅳ章で集約化の可能性の検討結果を、Ⅴ章でまとめと考察を述べる。 

 

Ⅱ．周産期医療提供体制 

１．人口分布 

表 1 は関西 3 府県の 2 次医療圏ごとの人口、女性の出産可能人口（15-49 歳）および出生数の一

覧である。滋賀県の人口は 141 万人で、そのうち最も人口が多いのは大津医療圏の 34 万人、次に

湖南医療圏の 32 万人が続く。最も人口が少ないのは湖西医療圏の 5 万人である。残りの 2 次医療

圏（甲賀、東近江、湖東、湖北）の人口は 15 万～23 万人の範囲にある。女性の出産可能人口は県

全体で 30 万人、2 次医療圏レベルで 1 万～8 万人の範囲にある。出生数は県全体で 13,363 人であ

り、そのうち最も出生数が多いのは、湖南医療圏（3,641 人、27.2%）、ついで大津医療圏（2,969

人、22.2%）である。湖西医療圏の出生数が最も少ない（383 人、2.9%）。残りの 2 次医療圏の出

生数は 1,300～2,100 人の範囲にある（9.6～16.1%）。 

京都府の人口は 264 万人、そのうち最も人口が多いのは京都・乙訓医療圏の 162 万人、次に山

城北医療圏の 45 万人が続く。最も人口が少ないのは丹後医療圏の 10 万人である。残りの 2 次医

療圏（中丹、南丹、山城南）の人口は 11 万～20 万人の範囲にある。女性の出産可能人口は府全体

で 57 万人、2 次医療圏レベルで 1.7 万～37 万人の範囲にある。出生数は府全体で 21,234 人であ

り、そのうち最も出生数が多いのは、京都・乙訓医療圏（12,914 人、60.8%）、ついで山城北医療

圏（3,662 人、17.2%）である。丹後医療圏の出生数が最も少ない（678 人、3.2%）。残りの 2 次医
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療圏の出生数は 1,100～1,800 人の範囲にある（5.0～8.6%）。 

兵庫県の人口は 559 万人、そのうち最も人口が多いのは神戸医療圏の 154 万人、次に阪神南医

療圏の 103 万人が続く。最も人口が少ないのは丹波医療圏の 11 万人である。残りの 2 次医療圏

（阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、淡路）の人口は 14 万～72 万人の範囲にあ

る。女性の出産可能人口は県全体で 121 万人、2 次医療圏レベルで 2 万～34 万人の範囲にある。

出生数は県全体で 47,834 人であり、そのうち最も出生数が多いのは、神戸医療圏（12,665 人、

26.5%）、ついで阪神南医療圏（9,782 人、20.4%）である。丹波医療圏の出生数が最も少ない（834

人、1.7%）。残りの 2 次医療圏の出生数は 1,100～6,400 人の範囲にある（2.2～13.4%）。 

 

２．滋賀県 

表 2-1、表 2-2 は、滋賀県において周産期医療を担う病院の一覧および診療所数である。滋賀県

では総合センターとして 2 病院、地域センターとして 2 病院が指定されている。総合センターは

大津医療圏に 2 病院が配置され、地域センターは東近江、湖北医療圏にそれぞれ 1 病院ずつ配置

されている。滋賀県におけるセンター配置の特徴は、最も人口の多い大津医療圏に 2 つの総合セ

ンターがあること、2 つの地域センターはいずれも琵琶湖の東側に配置されていることである。

湖南、甲賀、湖西医療圏にはセンターがない。滋賀県において分娩を取り扱う診療所は合計 22 施

設あり、各 2 次医療圏に 2 施設以上ある。診療所数は湖南医療圏で最も多い。 

表 1．2 次医療圏別人口、女性の出産可能人口（15-49 歳）、出生数とその割合（2010 年） 

都道 
府県 2 次医療圏 市町

村数
人口総数（人）

女性の出産可能
人口（人） 出生数（人） 各都道府県の出生数に

占める割合（%） 

滋賀  

大津 1 337,634 75,118 2,969 22.2  
湖南 4 321,044 73,566 3,641 27.2  
甲賀 2 147,318 30,794 1,277 9.6  
東近江 4 233,003 48,143 2,147 16.1  
湖東 5 155,101 33,145 1,557 11.7  
湖北 2 164,191 33,029 1,389 10.4  
湖西 1 52,486 9,665 383 2.9  
合計 19 1,410,777 303,460 13,363 100  

京都  

丹後 4 104,850 17,010 678 3.2  
中丹 3 204,157 36,051 1,821 8.6  
南丹 3 143,345 28,401 1,059 5.0  
京都・乙訓 4 1,623,308 366,706 12,914 60.8  
山城北 7 445,855 95,139 3,662 17.2  
山城南 5 114,577 25,642 1,100 5.2  
合計 26 2,636,092 568,949 21,234 100  

兵庫  

神戸 1 1,544,200 343,538 12,665 26.5  
阪神南 3 1,029,626 236,759 9,782 20.4  
阪神北 5 724,205 162,857 6,251 13.1  
東播磨 5 716,006 154,291 6,390 13.4  
北播磨 6 284,769 55,837 2,070 4.3  
中播磨 4 581,677 125,166 5,237 10.9  
西播磨 7 272,476 52,218 2,111 4.4  
但馬 5 180,607 30,615 1,441 3.0 
丹波 2 111,020 19,996 834 1.7 
淡路 3 143,547 25,044 1,053 2.2  
合計 41 5,588,133 1,206,321 47,834 100  

出典：総務省統計局「統計で見る市区町村のすがた 2010」29）、総務省統計局「平成 22 年国勢調査人口等基本集計」30）。 
注：最新ではなく 2010 年のデータを使用したのは、すでに調査した他の都道府県のデータと年次をあわせるためである。 



105 
 

 
 

関西 3 府県（滋賀、京都、兵庫）における周産期医療提供体制 

表 2-1．滋賀県の周産期医療提供体制（病院） 

2 次医
療圏 分娩施設名 機能 医師

数
助産
師数

分娩
数

備考 市町村 

大津 

大津赤十字病院 総合 6 46.6 452 NICU9、GCU21、
MFICU6 大津市 

滋賀医科大学医学部附
属病院 総合 17.9 23.9 441 NICU9、GCU、

MFICU6 大津市 

大津市民病院  4.3 31.4 362  大津市 

湖南 

社会医療法人誠光会草
津総合病院

  7 8.8 127   草津市 

医療法人真心会南草津
野村病院

  5.8 10.2 481   草津市 

社会福祉法人恩賜財団
済生会滋賀県病院

  3.2 13.8 230   栗東市 

甲賀 公立甲賀病院  3 16.3 297  甲賀市 

東近江 

近江八幡市立総合医療
センター

地域 5 13.6 335 NICU9 近江八幡市 

東近江総合医療セン
ター   4 6 271   東近江市 

湖北 
長浜赤十字病院 地域 5 17.6 444 NICU8 長浜市 
市立長浜病院  4 20.6 297 NICU9、MFICU2 長浜市 

湖西 高島市民病院  2 11.7 220  高島市 

出典：「周産期医療の広場・施設検索」31）、「滋賀県保健医療計画」32）、「医療ネット滋賀」33）、および各医療機関のホームペー
ジ。 
凡例 1：「機能」欄における「総合」は総合周産期母子医療センター、「地域」は地域周産期母子医療センターの略であり、空
欄はそれ以外を示す。 
判例 2：「医師数」、「助産師数」、「分娩数」欄における「**」は「医療ネット滋賀」および各医療機関の HP の両方に記載が
なかったことを示す。 
凡例 3：「備考」欄における NICU、GCU、MFICU はそれぞれ Neonatal Intensive Care Unit（新生児集中治療室）、Growing Care 
Unit（新生児治療回復室）、Maternal-Fetal Intensive Care Unit（母体胎児集中治療室）の略である 34）35）。 

 

表 2-2．滋賀県の周産期医療提供体制（診療所） 

2 次医療圏 診療所数 医師数 助産師数 診療所の所在地
大津 5 11.4 45.8 大津市（5）
湖南 7 8 43 栗東市（2）、守山市（1）、草津市（3）、野洲市（1） 
甲賀 2 6 12 湖南市（1）、甲賀市（1）
東近江 4 6 19.2 近江八幡市（3）、東近江市（1） 
湖東 2 3.3 18.4 彦根市（2）
湖北 2 3 9.1 長浜市（2）
合計 22  

出典：「周産期医療の広場・施設検索」31）、「滋賀県保健医療計画」32）、「医療ネット滋賀」33）、および各医療機関のホームペー
ジ。「医師数」、「助産師数」は原則として「医療ネット滋賀」より転載し、一部について各医療機関の HP 上の数値を用いた。 

 

３．京都府 

表 3-1、表 3-2 は、京都府において周産期医療を担う病院の一覧および診療所数である。京都府

では、総合センターとして 1 病院、地域センターとして 18 病院が指定されている。総合センター

は京都・乙訓医療圏に配置され、地域センターは京都・乙訓医療圏に 9 病院、中丹医療圏に 4 病

院、山城北医療圏に 2 病院、丹後、南丹、山城南医療圏にそれぞれ 1 病院が配置されている。京

都府のセンター配置の特徴は、6 つあるすべての 2 次医療圏に 1 以上のセンターが配置されてい

ること、および、京都府で人口や出生数が最も多い京都・乙訓医療圏に合計 10 病院が配置されて

いることである。京都府において分娩を取り扱う診療所は合計 27 施設あり、丹後医療圏を除くす

べての 2 次医療圏に 1 施設以上ある。診療所数は京都・乙訓医療圏で最も多い。 
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表 3-1．京都府の周産期医療提供体制（病院） 

2 次医療圏 分娩施設名 機能 医師数
助産
師数

分娩数 備考 市町村 

丹後 
京都府立医科大学附属北部
医療センター 地域 4 12 299 NICU4 与謝野町 

京丹後市立弥栄病院   2 12.7 314 京丹後市 

中丹 

綾部市立病院 地域 1 4.1 74 NICU2 綾部市 
市立福知山市民病院 地域 4 23.8 641 NICU4 福知山市 
独立行政法人国立病院機構
舞鶴医療センター 地域 1 5.4 36 NICU6 舞鶴市 

国家公務員共済組合連合会
舞鶴共済病院 地域 3 30 553   舞鶴市 

南丹 京都中部総合医療センター 地域 3 11.9 70
NICU2,分娩数
は帝王切開数
のみ 

南丹市 

京都・乙訓 

京都第一赤十字病院 総合 8 44.9 884 NICU9、
MFICU6 京都市 

独立行政法人国立病院機構
京都医療センター 地域 10 35.6 543 NICU6、

GCU6 京都市 

社会福祉法人京都社会事業
財団京都桂病院 地域 6 10.8 320   京都市 

京都市立病院 地域 5 17 236  京都市 

京都大学医学部附属病院 地域 46 33 273 NICU9、
MFICU6 京都市 

京都第二赤十字病院 地域 8 50 503 NICU0、
MFICU0 京都市 

京都府立医科大学附属病院 地域 11 28 333 NICU6、
GCU12 京都市 

社会福祉法人恩賜財団済生
会京都府病院 地域 5 10.6 233 NICU4 長岡京市 

日本バプテスト病院 地域 4 13.7 322 NICU9 京都市 
三菱京都病院 地域 5 14 752 NICU6 京都市 
医療法人財団 足立病院   14 42.4 1,694 京都市 
社団法人京都保健会京都民
医連中央病院   4 24.1 270   京都市 

医療法人医仁会武田総合病
院   3 13 161   京都市 

医療法人財団今井会足立病
院第二足立病院   2 8.4 461   京都市 

医療法人倖生会身原病院   7 6 1,021 京都市 
山元病院   4 3.3 325 京都市 
医療法人社団洛和会 洛和
会音羽病院   7 19.2 295   京都市 

山城北 

医療法人徳洲会宇治徳洲会
病院 地域 4 ** 424 NICU9 宇治市 

医療法人社団石鎚会田辺中
央病院 地域 3 14.6 398 NICU4 京田辺市 

医療法人社団一心会都倉病
院   2 2.5 **   宇治市 

山城南 京都山城総合医療センター 地域 3 20.5 544 NICU3 木津川市 

出典：「周産期医療の広場・施設検索」31）、「京都府保健医療計画」36）、「京都健康医療よろずネット」37）、および各医療機関
のホームページ。 
凡例 1：「機能」欄における「総合」は総合周産期母子医療センター、「地域」は地域周産期母子医療センターの略であり、空
欄はそれ以外を示す。 
判例 2：「医師数」、「助産師数」、「分娩数」欄における「**」は「京都健康医療よろずネット」および各医療機関の HP の両
方に記載がなかったことを示す。 
凡例 3：「備考」欄における NICU、GCU、MFICU はそれぞれ Neonatal Intensive Care Unit（新生児集中治療室）、Growing Care 
Unit（新生児治療回復室）、Maternal-Fetal Intensive Care Unit（母体胎児集中治療室）の略である 34）35）。 

 

表 3-2．京都府の周産期医療提供体制（診療所） 

2 次医療圏 診療所数 医師数 助産師数 診療所の所在地
丹後 0  
中丹 3 5 4.1 舞鶴市（1）、福知山市（1）、綾部市（1） 
南丹 2 3 5.8 亀岡市（2）
京都・乙訓 17 34 83.9 京都市（15）、長岡京市（2）
山城北 4 7 13.9 宇治市（1）、京田辺市（1）、八幡市（2） 
山城南 1 1 6.8 精華町（1）
合計 27  

出典：「周産期医療の広場・施設検索」31）、「京都府保健医療計画」36）、「京都健康医療よろずネット」37）、および各医療機関
のホームページ。「医師数」、「助産師数」は原則として「京都健康医療よろずネット」より転載し、一部について各医療機関
の HP 上の数値を用いた。 
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関西 3 府県（滋賀、京都、兵庫）における周産期医療提供体制 

表 4-1．兵庫県の周産期医療提供体制（病院） 

2 次医
療圏 

分娩施設名 機能
医師
数

助産
師数

分娩
数

備考 市町村 

神戸 

神戸市立医療センター中央市民病院 総合 18 48.6 676 NICU9、
GCU12、MFICU6 神戸市 

神戸大学医学部附属病院 総合 18.8 35 404 NICU12、
MFICU6 神戸市 

兵庫県立こども病院 総合 7 30 253 NICU21、
GCU30、MFICU6 神戸市 

済生会兵庫県病院 地域 6 29 517 NICU9、GCU12 神戸市 
母と子の上田病院  6 17 2,365  神戸市 
宗教法人セブンスデー・アドベンチ
スト教団神戸アドベンチスト病院   5 11.2 398   神戸市 

独立行政法人国立病院機構神戸医療
センター   5 16 212   神戸市 

神戸市立医療センター西市民病院  4 26 600  神戸市 
医療法人三友会なでしこレディース
ホスピタル

  6.4 28.2 718   神戸市 

地方独立行政法人神戸市民病院機構 
神戸市立西神戸医療センター

  9 37 861   神戸市 

医療法人財団パルモア病院  7 14.7 555  神戸市 
財団法人甲南会六甲アイランド甲南
病院   6 14 121   神戸市 

阪神南  

兵庫医科大学病院 総合 25 36.7 361 NICU15、
GCU12、MFICU6 西宮市 

兵庫県立尼崎総合医療センター 総合 13 16 956 NICU9、
GCU18、MFICU6 尼崎市 

兵庫県立西宮病院 地域 9 25 740 NICU6、GCU6 西宮市 
尼崎医療生活協同組合尼崎医療生協
病院   4 18.3 442   尼崎市 

独立行政法人労働者健康福祉機構関
西労災病院   11 30 278   尼崎市 

医療法人明和病院  3 19.9 262  西宮市 

阪神北  

公立学校共済組合近畿中央病院  4 17.5 243  伊丹市 
市立伊丹病院  7 19.2 297 NICU10 伊丹市 
市立川西病院  2 18.5 206  川西市 
医療法人晋真会ベリタス病院  4 17.8 482  川西市 
三田市民病院  4 20 438  三田市 

東播磨 

加古川中央市民病院 地域 8 48.6 1,300 NICU15、
GCU30、MFICU 

加古川
市 

明石医療センター 地域 6 39 1,036 NICU6、GCU10 明石市 
医療法人社団吉徳会あさぎり病院  6 18.4 783  明石市 
医療法人沖縄徳洲会高砂西部病院  2 3 36  高砂市 

北播磨 
北播磨総合医療センター  2 12 169  小野市 
市立加西病院  3 15.1 243  加西市 
西脇市立西脇病院  2 8.2 266 NICU3 西脇市 

中播磨 

姫路赤十字病院 総合 13 36.6 534 NICU18、
GCU24、MFICU6 姫路市 

医療法人伯鳳会産科婦人科小国病院  4.7 4 790  姫路市 
社会医療法人製鉄記念広畑病院  3 15.3 577  姫路市 
医療法人財団姫路聖マリア会総合病
院姫路聖マリア病院   4 29.9 946   姫路市 

西播磨 医療法人伯鳳会赤穂中央病院  3 5 484  赤穂市 
公立宍粟総合病院  4 10 410  宍粟市 

但馬 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 地域 6 25 799 NICU6、GCU6 豊岡市 
公立八鹿病院  2 14.8 285  養父市 

丹波 兵庫医科大学ささやま医療センター  2 5.3 164  篠山市 
兵庫県立柏原病院  4 11 261  丹波市 

淡路 兵庫県立淡路医療センター 地域 6 23 525 NICU、GCU 洲本市 
聖隷淡路病院  2 7 **  淡路市 

出典：「周産期医療の広場 施設検索」31）、「兵庫県保健医療計画」38）、「兵庫県医療機関情報システム」39）、各医療機関のホー
ムページ。 

凡例 1：「機能」欄における「総合」は総合周産期母子医療センター、「地域」は地域周産期母子医療センターの略であり、空
欄はそれ以外を示す。 
判例 2：「医師数」、「助産師数」、「分娩数」欄における「**」は「兵庫県医療機関情報システム」および各医療機関の HP の
両方に記載がなかったことを示す。 
凡例 3：「備考」欄における NICU、GCU、MFICU はそれぞれ Neonatal Intensive Care Unit（新生児集中治療室）、Growing Care 
Unit（新生児治療回復室）、Maternal-Fetal Intensive Care Unit（母体胎児集中治療室）の略である 34）35）。 
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表 4-2．兵庫県の周産期医療提供体制（診療所） 

2 次医療圏 診療所数 医師数 助産師数 診療所の所在地
神戸 16 24.7 108 神戸市（16）
阪神南 13 27.6 89.8 芦屋市（2）、西宮市（7）、尼崎市（4） 
阪神北 4 12 31 川西市（1）、宝塚市（3）
東播磨 10 16.8 17.5 加古川市（4）、高砂市（2）、明石市（4） 
北播磨 3 7 15.2 小野市（2）、西脇市（1）
中播磨 7 20.4 34.8 姫路市（7）
西播磨 0  

但馬 0  

丹波 1 1 2 篠山市（1）
淡路 0  

合計 54
出典：「周産期医療の広場 施設検索」31）、「兵庫県保健医療計画」38）、「兵庫県医療機関情報システム」39）、各医療機関のホー
ムページ。「医師数」、「助産師数」は原則として「兵庫県医療機関情報システム」より転載し、一部について各医療機関の HP
上の数値を用いた。 

 

４．兵庫県 

表 4-1、表 4-2 は、兵庫県において周産期医療を担う病院の一覧および診療所数である。兵庫県

では、総合センターとして 6 病院、地域センターとして 6 病院が指定されている。総合センター

は神戸医療圏に 3 病院、阪神南医療圏に 2 病院、中播磨医療圏に 1 病院、地域センターは東播磨

医療圏に 2 病院、神戸、阪神南、但馬、淡路医療圏にそれぞれ 1 病院が配置されている。阪神北、

北播磨、西播磨、丹波医療圏にセンターの配置はない。兵庫県におけるセンター配置の特徴は、

人口あるいは出生数の多い 2 次医療圏に配置され、地理的には南部に多く北部は少なく、さらに

南部では東に多く西は少ないことである。兵庫県において分娩を取り扱う診療所は全部で 54 施

設あり、西播磨、丹波、淡路医療圏を除く 2 次医療圏にそれぞれ 1 施設以上ある。兵庫県で診療

所が最も多いのは、神戸医療圏、次に阪神南医療圏である。 

 

Ⅲ．移動距離、1 出生当たり移動の機会距離、出生数 

１．移動距離と 1 出生当たり移動の機会距離 

Ⅱ章で示した関西 3 府県の周産期医療提供体制に基づき、妊婦の居住地から分娩施設までの移

動距離を 3 種類計測する。ここでは各市町村役場を妊婦の居住地の代表点とする。移動距離の 1

種類目は、最寄りの分娩施設までの移動距離である。分娩施設の種類を問わず、各市町村役場か

ら最も近い分娩施設までの距離を計測する。2 種類目は、最寄りのセンターまでの距離、3 種類目

は、最寄りの総合センターまでの距離である。計測においては、2 地点の緯度・経度情報 40）を用

い、直線距離を算出した 41）42）43）。 

3 種類の移動距離を市町村よりも大きな地域単位である 2 次医療圏および都道府県間で比較す

るため、本論では中島 11）にしたがい、1 出生あたり移動の機会距離を以下のように定義して移動

距離の比較に使用する。 

ある都道府県の 2 次医療圏 j（ 1, ,j m  ）に属する市町村 k（ 1, , jk n  ）の最寄りの分娩施設

までの移動距離を𝑥 、出生数を𝑏 とする。𝑚はその都道府県の 2 次医療圏数、𝑛 は 2 次医療圏 j
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に属する市町村数である。市町村 k の最寄りの分娩施設までの移動距離と出生数の積（𝑥 𝑏 ）は、

2 次医療圏 j に属する市町村 k の妊婦が被る移動に伴う機会費用の合計を表していると解釈でき

る。そこで、𝑥 𝑏 を「移動の機会距離」とよび、2 次医療圏 j の 1 出生あたり移動の機会距離𝑇

を以下のように定義する。 

1 1
/j jn n

j jk jk jkk k
T x b b

 
    

1 出生あたり移動の機会距離 jT は、2 次医療圏 j に属する各市町村の移動距離にその出生数が占

める割合で重みづけして求めた平均値である。そのため、得られる距離は、市町村役場から分娩

施設までの移動距離の平均に比べると、出生数でみた分娩需要の相対的な大きさを反映した値を

とる。 

 

２．移動距離と 1 出生当たり移動の機会距離 

表 5 は関西 3 府県の 86 市町村について、2 次医療圏および 3 次医療圏ごとに 3 種類の移動距離

の平均および 1 出生当たり移動の機会距離を計算した結果である。この結果に基づき、移動距離

の平均と 1 出生当たり移動の機会距離を、2 次医療圏および 3 次医療圏間で比較する。 

1 番目に、2 次医療圏について移動距離の平均を比較する。最寄りの分娩施設までの移動距離の

平均は但馬医療圏（兵庫県、11.2km）が最も長く、以下、中播磨医療圏（兵庫県、9.2km）、淡路

医療圏（京都府、7.8km）と続く。最寄りのセンターまでは、長いほうから湖西医療圏（滋賀県、

21.9km）、丹波医療圏（兵庫県、21.0km）、北播磨医療圏（兵庫県、20.9km）である。最寄りの総

合センターまでは、丹後医療圏（京都府、87.7km）、但馬医療圏（兵庫県、75.5km）、中丹医療圏

（京都府、62.7km）が上位を占める。最寄りの分娩施設までの移動距離の平均は、最長の 2 次医

療圏と最短の 2 次医療圏で 10.6km、最寄りのセンターでは 20.8km、最寄りの総合センターでは

86.4km の差がある。 

同様に、1 出生当たり移動の機会距離を比較する。最寄りの分娩施設までの 1 出生当たり移動

の機会距離は淡路医療圏（兵庫県、7.6km）が最も長く、以下、湖西医療圏（滋賀県、7.0km）、但

馬医療圏（兵庫県、6.6km）と続く。最寄りのセンターまでの 1 出生当たり移動の機会距離は、長

いほうから湖西医療圏（滋賀県、21.9km）、丹波医療圏（兵庫県、19.7km）、北播磨医療圏（兵庫

県、19.2km）である。最寄りの総合センターまでの 1 出生当たり移動の機会距離では、丹後医療

圏（京都府、89.9km）、但馬医療圏（兵庫県、75.1km）、中丹医療圏（京都府、63.9km）が上位を

占める。最寄りの分娩施設までの 1 出生当たり移動の機会距離は、最長の 2 次医療圏と最短の 2

次医療圏で 7.2km、最寄りのセンターでは 21.2km、最寄りの総合センターでは 88.6km の差があ

る。 
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提供する周産期医療が高度化するほど、移動距離の平均および 1 出生当たり移動の機会距離の

2 次医療圏間の差は拡大する。これは、提供する周産期医療が高度になるほど施設数が減少する

ためと考えられる。 

 

表 5．2 次および 3 次医療圏：移動距離の平均と 1 出生あたり移動の機会距離 

都道

府県 
2 次医療圏 

市町

村数

移動距離の平均（km） 1 出生当たり移動の機会距離（km） 
最寄りの

分娩施設 
最寄りの

センター 
最寄りの総

合センター 
最寄りの

分娩施設 
最寄りの

センター 
最寄りの総

合センター 

滋賀 

大津 1 1.2 1.4 1.4 1.2 1.4  1.4  
湖南 4 1.5 7.5 8.6 1.4 7.2  7.8  
甲賀 2 1.7 16.0 16.5 1.8 16.5  17.1  
東近江 4 3.9 9.7 24.2 2.0 8.1  25.5  
湖東 5 5.7 15.4 38.1 2.4 12.8  41.4  
湖北 2 3.3 4.3 47.4 2.0 2.5  47.2  
湖西 1 7.0 21.9 41.7 7.0 21.9  41.7  
3 次医療圏 19 3.6 11.0 25.9 1.9 7.5  19.1  

京都 

丹後 4 6.8 8.1 87.7 4.9 7.8  89.9  
中丹 3 0.6 1.0 62.7 0.6 1.1  63.9  
南丹 3 7.1 9.5 29.0 2.7 7.8  22.5  
京都・乙訓 4 1.2 2.1 7.0 0.8 1.5  3.8  
山城北 7 3.1 4.3 12.0 2.0 3.2  10.9  
山城南 5 6.6 8.8 20.1 1.2 2.2  17.2  
3 次医療圏 26 4.2 5.6 32.3 1.2 2.3  14.5  

兵庫 

神戸 1 0.8 2.3 2.3 0.8 2.3  2.3  
阪神南 3 0.5 1.5 3.9 0.4 0.7  2.8  
阪神北 5 1.7 7.6 13.0 1.3 6.4  10.4  
東播磨 5 1.8 5.4 20.3 1.1 4.5  18.4  
北播磨 6 4.0 20.9 27.6 3.6 19.2  26.6  
中播磨 4 9.2 16.4 16.4 1.4 5.6  5.6  
西播磨 7 7.7 19.3 19.6 6.0 15.8  15.9  
但馬 5 11.2 16.3 75.5 6.6 10.4  75.1  
丹波 2 3.4 21.0 45.6 4.2 19.7  47.1  
淡路 3 7.8 7.8 38.7 7.6 7.6  38.9  
3 次医療圏 41 5.4 13.3 27.6 1.6 5.1  11.4  

  3 府県 86 4.6 10.5 28.7 1.6 4.8  13.5  

 

妊産婦が「ハイリスク」であると判断された場合、一次分娩施設は地域または総合センターに

紹介する。センターまでの移動距離は、そうした妊産婦が通院や入院のために移動する距離を近

似する。センターまでの移動距離が長くなることは、「ハイリスク」妊婦とその家族にとって負担

が増すことを意味する。あるいは、正常に推移していたが出産時に急変したというようなケース

で、搬送距離が長くなることを意味する。 

2 番目に、移動距離の平均を 3 次医療圏（都道府県）間で比較すると、最寄りの分娩施設およ

びセンターについては兵庫県が最も長い（5.4km、13.3km）。総合センターについては、京都府が

最長である（32.3km）。一方、1 出生当たり移動の機会距離では、滋賀県が関西 3 府県のなかで 3

種類とも最も長い（1.9km、7.5km、19.1km）。3 次医療圏でも、移動距離の平均および 1 出生当た
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り移動の機会距離は分娩施設が高度化するにつれて長くなる。 

通常、各 2 次医療圏の移動距離の平均は 1 出生当たり移動の機会距離より大きい（表 5）。これ

は、出生数が多い市町村ほど最寄りの施設への移動距離が短い傾向にあり、1 出生当たり移動距

離を計算するとき、より短い移動距離に与えられる出生数の重みが大きくなるためである。しか

し、一部に移動距離の平均が 1 出生当たり移動の機会距離を下回る 2 次医療圏がある。最寄りの

分娩施設については、甲賀医療圏（滋賀県）、中丹医療圏（京都府）、丹波医療圏（兵庫県）、最寄

りのセンターまでについては甲賀医療圏（滋賀県）、中丹医療圏（京都府）、総合センターまでに

ついては甲賀、東近江、湖東医療圏（滋賀県）、丹後、中丹医療圏（京都府）、丹波、淡路医療圏

（兵庫県）が該当する。これらの 2 次医療圏では、各 2 次医療圏のなかで分娩施設までの距離が

長い市町村の出生数が、同じ医療圏内の他の市町村に比較して多いと考えられる。つまり、分娩

施設の立地が必ずしも人口や出生数の大小に対応していない場合といえる。 

 

３．移動距離別出生割合 

測定した移動距離に市町村の出生数を対応させることにより、分娩施設までの移動距離の長短

と出生数の割合の関連について、都道府県および 2 次医療圏ごとのデータを使用して検討する。

すなわち、関西 3 府県それぞれについて、市町村から分娩施設までの移動距離のカテゴリーを

10km ごとに設定し、カテゴリーごとに合計した出生数が、各府県全体の出生数に占める割合をグ

ラフ化した（図 1～3）。3 府県とも分娩施設が高度化するにつれ、移動距離は延長し、その影響を

受ける出生割合も増加する。 

滋賀県についてみると、最寄りの分娩施設については、移動距離 0-10km に滋賀県の出生数の

100%が含まれる（図 1）。最寄りのセンターについては、移動距離 0-10km に滋賀県の出生数の

59.4%、移動距離 10-20km に 37.8%が含まれ、移動距離 20-30km で 100%に達する。最寄りの総合

センターについては、移動距離 0-10km に 38.6%、移動距離 10-20km に 15.6%、移動距離 20-30km

に 20.9%が含まれ、移動距離 40-50km で 100%に達する。滋賀県で移動距離の最大値は、最寄りの

分娩施設までは 7.3km（湖東医療圏愛荘町、甲良町）、最寄りのセンターまでは 21.9km（湖西医療

圏高島市）、最寄りの総合センターまでは 47.9km（湖北医療圏米原市）である。 

京都府についてみると、最寄りの分娩施設については、移動距離 0-10km に京都府の出生数の

99.3%が含まれ、移動距離 10-20km で 100%に達する（図 2）。最寄りのセンターについては、移動

距離 0-10km に出生数の 97.5%が含まれ、移動距離 10-20km で 100%に達する。最寄りの総合セン

ターについては、移動距離 0-10km に 63.8%、移動距離 10-20km に 22.7%が含まれ、移動距離 90-

100km で 100%に達する。京都府で移動距離の最大値は、最寄りの分娩施設までは 15.1km（丹後

医療圏伊根町）、最寄りのセンターまでは 18.3km（山城南医療圏南山城村）、最寄りの総合センター

までは 94.4km（丹後医療圏京丹後市）である。 
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兵庫県についてみると、最寄りの分娩施設については、移動距離 0-10km に兵庫県の出生数の

97.0%が含まれ、移動距離 20-30km で 100%に達する（図 3）。最寄りのセンターについては、移動

距離 0-10km に兵庫県の出生数 87.7%、移動距離 10-20km に 7.8%が含まれ、移動距離 30-40km で

100%に達する。最寄りの総合センターについては、移動距離 0-10km に 67.8%、移動距離 10-20km

に 11.9%、移動距離 20-30km に 11.4%が含まれ、移動距離 80-90km で 100%に達する。兵庫県で移

動距離の最大値は、最寄りの分娩施設までは 23.0km（但馬医療圏新温泉町）、最寄りのセンター

までは 32.2km（北播磨医療圏多可町）、最寄りの総合センターまでは 88.6km（但馬医療圏新温泉

町）である。 

 

４．総合センターまでの移動距離の平均と出生数・出生割合 

関西 3 府県について、中島 44）と同様に、出生割合と総合センターまでの移動距離の平均（以

下、総合センターまでの平均距離）の間に、負の相関関係がみられるか、散布図と相関係数によっ

て確認する。図 4 は、関西 3 府県の 2 次医療圏について、総合センターまでの平均距離と出生割

合（各府県の出生総数に占める 2 次医療圏の出生数の割合）の散布図を描いたものである。これ

をみると、両者は右下がりの関係にある。また、相関係数は-0.538 である。同様に、最寄りの総合

センターまでの平均距離と出生数の相関係数は-0.584 である。 

出生割合（出生数）と総合センターまでの平均距離の相関係数が負であることは、総合センター

までの平均距離と出生割合（出生数）は負の関係にあり、総合センターまでの平均距離が短い 2

次医療圏ほど出生割合が高い（出生数が多い）ことを意味する。つまり、各府県内で出生割合が

高い（出生数が多い）2 次医療圏に総合センターがある、または、総合センターが近いことを示

す。 

 

 図 1．最寄りの分娩施設までの移動距離別出生数の割合（滋賀県） 
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図 2．最寄りの分娩施設までの移動距離別出生数の割合（京都府） 

 

 

図 3．最寄りの分娩施設までの移動距離別出生数の割合（兵庫県） 

 

 

図 4．2 次医療圏別：出生割合と総合センターまでの平均距離の散布図 
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表 6．最寄りの総合センター別の市町村数と出生割合 

総合センター 市町村数 出生割合（%） 

名称 所在地 滋賀 京都 兵庫 3府県 滋賀 京都 兵庫 3 府県 

岐阜県総合医療センター 岐阜県 2 2 10.4   1.7  

市立四日市病院 三重県 1 1 0.4   0.1  

滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 14 4 18 64.1 0.6   10.5  

大津赤十字病院 滋賀県 2 2 25.1   4.1  

京都第一赤十字病院 京都府  11 11 75.5   19.4  

関西医科大学附属病院 大阪府  5 5 10.8   2.8  

社会医療法人愛仁会高槻病院 大阪府  4 4 7.7   2.0  

大阪大学医学部附属病院 大阪府  1 3 4 3.6  3.6  3.0  

神戸大学医学部附属病院 兵庫県  6 6  35.7  20.7  

兵庫医科大学病院 兵庫県  2 2  11.5  6.7  

兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県  3 3  17.4  10.1  

姫路赤十字病院 兵庫県  1 25 26 1.8  30.2  18.0  

徳島大学病院 徳島県  2 2  1.6  0.9  

総計   19 26 41 86 100 100 100 100 

 

表 7．医師数が目標 A に足りないセンターの一覧 

都道府県 2 次医療圏 機能 分娩施設名（医師数、再掲） 

滋賀 

大津 総合 大津赤十字病院（6）
大津 総合 滋賀医科大学医学部附属病院（17.9）
東近江 地域 近江八幡市立総合医療センター（5）
湖北 地域 長浜赤十字病院（5）

京都 

丹後 地域 京都府立医科大学附属北部医療センター（4）
中丹 地域 綾部市立病院（1）
中丹 地域 市立福知山市民病院（4）
中丹 地域 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター（1） 
中丹 地域 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院（3）
南丹 地域 京都中部総合医療センター（3）
京都・乙訓 総合 京都第一赤十字病院（8）
京都・乙訓 地域 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院（6）
京都・乙訓 地域 京都市立病院（5）
京都・乙訓 地域 京都第二赤十字病院（8）
京都・乙訓 地域 社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院（5）
京都・乙訓 地域 日本バプテスト病院（4）
京都・乙訓 地域 三菱京都病院（5）
山城北 地域 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院（4）
山城北 地域 医療法人社団石鎚会田辺中央病院（3）
山城南 地域 京都山城総合医療センター（3）

兵庫 

神戸 総合 神戸市立医療センター中央市民病院（18）
神戸 総合 神戸大学医学部附属病院（18.8）
神戸 総合 兵庫県立こども病院（7）
神戸 地域 済生会兵庫県病院（6）
阪神南 総合 兵庫県立尼崎総合医療センター（13）
阪神南 地域 兵庫県立西宮病院（9）
東播磨 地域 加古川中央市民病院（8）
東播磨 地域 明石医療センター（6）
中播磨 総合 姫路赤十字病院（13）
但馬 地域 公立豊岡病院組合立豊岡病院（6）
淡路 地域 兵庫県立淡路医療センター（6）

出典：本論の表 2-1、表 3-1、表 4-1 より作成。 
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５．総合センターの範囲：市町村数と出生割合 

表 6 に各総合センターを最寄りとする市町村数と出生割合をまとめた。関西 3 府県で最寄りの

総合センターはあわせて 13 挙げられる。滋賀医科大学医学部附属病院は、滋賀県の 19 市町村の

うち 14 市町村が最寄りとし最も多い。京都第一赤十字病院は、京都府の 26 市町村のうち 11 市町

村が最寄りとする。姫路赤十字病院は、兵庫県の 41 市町村のうち 25 市町村である。出生割合で

みると、滋賀県では滋賀医科大学医学部附属病院（64.1%）、京都府では京都第一赤十字病院

（75.5%）、兵庫県は神戸大学医学部附属病院（35.7%）が最も多い。最寄りの総合センターは必ず

しも各府県内にあるとは限らない。実際、滋賀県では出生数の 10.8%、京都府では 24.5%、兵庫県

では 5.2%が、府県外の総合センターを最寄りとする。 

これらの市町村数や出生割合は各総合センターのカバー範囲とみなすことができる。3 府県全

体を分母として計算した出生割合でみたとき、総合センターのカバー範囲は神戸大学医学部附属

病院が 20.7%と最も高く、次に京都第一赤十字病院（19.4%）、姫路赤十字病院（18.0%）が続く。

滋賀医科大学医学部附属病院と大津赤十字病院が同じ市内にあることを考慮すると、合計 15.6%

が 2 病院のカバー範囲とみなせる。また、兵庫県立尼崎総合医療センターと兵庫医科大学病院が

隣り合う市町村に位置することを考慮に入れると、合計 16.8%が 2病院のカバー範囲とみなせる。 

 

Ⅳ．集約化の可能性 

本節では、都市部における、センターを中心とする集約化を検討する。ここで「都市部」とは、

中島 45）と同様、「各県において相対的に人口が多く医療資源の豊富な県庁所在地や 2 次医療圏」

をさす。海野 46）は、周産期医療提供体制における今後の目標として、「総合周産期母子医療セン

ターの産婦人科常勤医 20 名以上、地域周産期母子医療センター・地域基幹分娩取扱病院の産婦人

科常勤医 10 名以上」（以下、目標 A とする）を掲げている。 

医師数の減少や労働環境の改善に対応し、同時に高度な周産期医療を提供するためには、分娩

施設間での集約化が必要になると考えられる。集約化は、各都道府県において人口の多い都市部

で実施するほうが、実現可能性が高いだろう。なぜなら、都市部の集約化には、妊婦の利便性を

あまり下げずに医師の負担を減らし、かつ、周産期医療における安全性を向上させ医療水準を高

度化できる可能性があるからである 47）。本論でも、関西 3 府県を対象として 2 次医療圏を単位と

する集約化を仮想的に検討する。 

 

１．医師数が目標 A に足りないセンター 

表 7 は関西 3 府県において、医師数が目標 A に足りないセンターの一覧である。滋賀県で医師

数が目標 A に足りないセンターは 4 病院である。2 次医療圏レベルでは 3 医療圏にわたり、内訳

は総合センター2、地域センター2 である。京都府で医師数が目標 A に足りないセンターは 16 病
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院である。2 次医療圏レベルでは 6 医療圏にわたり、内訳は総合センター1、地域センター15 であ

る。兵庫県で医師数が目標 A に足りないセンターは 11 病院である。2 次医療圏レベルでは 6 医療

圏にわたり、内訳は総合センター5、地域センター6 である。 

 

２．集約化の可能性 

ａ．滋賀県 

大津医療圏の大津赤十字病院と滋賀医科大学医学部附属病院は総合センターにおける医師数の

目標 A に不足している。大津医療圏の公的・大学病院として、ほかに大津市民病院 48）があり、3

病院の医師数の合計は 27.2 である。これは、総合センター1、または地域センター2 といった配置

を可能にする人数である。 

東近江医療圏の近江八幡市立総合医療センターは、地域センターにおける医師数の目標 A に不

足している。公的・大学病院として、ほかに東近江総合医療センターがあり、2 病院の医師数の合

計は 9 である。これは、地域センター1 の配置に 1 不足している。湖北医療圏の長浜赤十字病院

は、地域センターにおける医師数の目標 A に不足する。公的・大学病院として、ほかに市立長浜

病院があり、2 病院の医師数の合計は 9 である。これは、地域センター1 の配置に 1 不足する。ま

た、湖南、甲賀、湖西医療圏にはセンターがない。これら 3 つの 2 次医療圏における公的・大学

病院の医師数は、それぞれ湖南 3.2、甲賀 3、湖西 2 である。これらの 2 次医療圏では、集約化に

よる目標 A の達成は難しい。 

 

ｂ．京都府 

京都・乙訓医療圏の京都第一赤十字病院は総合センターにおける医師数の目標 A に不足し、社

会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院、京都市立病院、京都第二赤十字病院、社会福祉法人恩

賜財団済生会京都府病院、日本バプテスト病院、三菱京都病院は、地域センターにおける医師数

の目標 A に不足する。京都・乙訓医療圏では、ほかに医師数の目標 A をみたす地域センターが 2

あり、これらの総合、地域センターの医師数の合計は 108 である。これは総合センター5 や、総

合センター4 と地域センター2 といった配置を可能とする。 

一方、丹後医療圏の京都府立医科大学附属北部医療センターは、地域センターにおける医師数

の目標 A に不足している。丹後医療圏に属する公的・大学病院として、ほかに京丹後市立弥栄病

院がある。2 病院の医師数の合計は 6 であり、地域センター1 の配置に 4 不足している。中丹医療

圏の綾部市立病院、市立福知山市民病院、独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター、国家公

務員共済組合連合会舞鶴共済病院は地域センターにおける医師数の目標 A に不足している。中丹

医療圏の病院は、上記の 4 地域センターのみである。これらの病院の医師数はあわせて 9 であり、

地域センター1の配置に 1 不足している。南丹医療圏の京都中部総合医療センターは地域センター
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における医師数の目標 A に 7 不足している。南丹医療圏には、ほかに公的・大学病院はない。山

城北医療圏の医療法人徳州会宇治徳州会病院と医療法人石鎚会田辺中央病院は地域センターにお

ける医師数の目標 A に不足する。2 つの病院の医師数を合計すると 7 であり、地域センター1 の

配置に 3 不足している。山城南医療圏の京都山城総合医療センターは地域センターにおける医師

数の目標 A に 7 不足する。山城南医療圏には、ほかに公的・大学病院はない。山城北、山城南医

療圏では地域センターに指定されている施設以外に分娩を取り扱う公的・大学病院はなく、2 次

医療圏内での集約化は難しい。ただし、山城南、山城北医療圏の場合、隣接する京都・乙訓医療

圏などとの連携は可能と考えられる。 

 

ｃ．兵庫県 

神戸医療圏の神戸市立医療センター中央市民病院、神戸大学医学部附属病院および兵庫県立こ

ども病院は総合センター、済生会兵庫県病院は地域センターにおける医師数の目標Aに不足する。

神戸医療圏には、これらの 4 センターのほか公的・大学病院として 3 病院（独立行政法人国立病

院機構神戸医療センター、神戸市立医療センター西市民病院、地方独立行政法人神戸市民病院機

構神戸市立西神戸医療センター）があり、7 病院の医師数を合計すると 67.8 である。これは、総

合センター3、あるいは総合センター2 と地域センター1 の配置を可能にする人数である 49）。阪神

南医療圏の兵庫県立尼崎総合医療センターは総合センター、兵庫県立西宮病院は地域センターに

おける医師数の目標 A に不足する。阪神南医療圏には、ほかに総合センターである兵庫医科大学

病院がある。3 センターの医師数の合計は 47 であり、総合センター2 や、総合センター1・地域セ

ンター2 の配置が可能である。東播磨医療圏の加古川中央市民病院と明石医療センターは地域セ

ンターの医師数の目標 A に不足する。これらのほかに公的・大学病院はない。2 病院の医師数の

合計は 14 であり、地域センター1 を配置可能である。 

一方、中播磨医療圏の姫路赤十字病院は総合センターの医師数の目標 A に 7 不足する。中播磨

医療圏には、ほかに公的・大学病院はない。但馬医療圏の公立豊岡病院組合立豊岡病院は地域セ

ンターの医師数の目標 A に不足する。但馬医療圏には公的病院として公立八鹿病院がある。2 病

院の医師数を合計すると 8 であり、地域センター1 の配置に 2 不足する 50）。淡路医療圏の兵庫県

立淡路医療センターの医師数は 6 であり、地域センターの医師数の目標 A に 4 不足する。また、

北播磨医療圏にはセンターがないが、公的病院が 3 つあり、医師数は合計 7 である。同様に丹波

医療圏にはセンターがないが、公的・大学病院が 2 つあり、医師数は合計 6 である。2 次医療圏

内での集約化と同時に、他の 2 次医療圏にある医療機関との連携の両方を検討する必要があると

考えられる。 
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Ⅴ．まとめと考察 

本論では、関西 3 府県（滋賀、京都、兵庫）の周産期医療提供体制の把握を目的として、分娩

施設の調査および各市町村役場から最寄りの分娩施設までの 3 種類の距離の計測とその比較をお

こなった。加えて、2 次医療圏ごとにセンターの集約化の可能性を検討した。結果は以下のとお

りである。 

第 1 に、周産期医療提供体制について、滋賀県には合計 4 のセンターがあり、大津医療圏 2、

東近江、湖北医療圏に各 1 の配置となっている。京都府には 19 のセンターがあり、京都・乙訓医

療圏 10、中丹医療圏 4、山城北医療圏 2、丹後、山城南医療圏に各 1 の配置となっている。兵庫

県には 12 のセンターがあり、神戸医療圏 4、阪神南医療圏 3、東播磨医療圏 2、中播磨、但馬、淡

路医療圏に各 1 の配置となっている。 

第 2 に、各市町村役場から最寄りの分娩施設までの直線距離に基づき、2 次および 3 次医療圏

ごとに移動距離の平均と 1 出生当たり移動の機会距離を計算した。（1）2 次医療圏の移動距離の

平均および 1 出生当たり移動の機会距離は、分娩施設が高度化するにつれ長くなる。最長の移動

距離の平均は最寄りの分娩施設までは 11.2km（兵庫県但馬医療圏）、最寄りのセンターまでは

21.9km（滋賀県湖西医療圏）、最寄りの総合センターまでは 87.7km（京都府丹後医療圏）である。

同様に、最長の 1 出生当たり移動の機会距離は最寄りの分娩施設までは 7.6km（兵庫県淡路医療

圏）、最寄りのセンターまでは 21.9km（滋賀県湖西医療圏）、最寄りの総合センターまでは 89.9km

（京都府丹後医療圏）である。3 次医療圏間（府県間）の比較でも、最寄りの分娩施設までの 1 出

生当たり移動の機会距離の差は、分娩施設が高度化するにつれ拡大する。（2）分娩施設までの移

動距離別出生割合は、最寄りの分娩施設と最寄りのセンターについては、最も遠い兵庫県でも

30km と 40km までにそれぞれ 100%に達する。一方、最寄りの総合センターについては、滋賀県

で 50km、京都府で 100km、兵庫県で 90km までに 100%に達する。施設の高度化に伴い移動距離

が延長すると同時に、府県間に差が生じる。（3）2 次医療圏レベルでみると、関西 3 府県では、出

生割合・出生数と総合センターまでの平均距離の間に負の相関関係がある。（4）関西 3 府県の 86

市町村について、13 施設が最寄りの総合センターとなる。そのうち、滋賀県では滋賀医科大学医

学部附属病院が出生割合の 64.1%を、京都府では京都第一赤十字病院が 75.5%を、兵庫県では神

戸大学医学部附属病院が 35.7%をカバーする。 

第 3 に、2 次医療圏ごとに集約化の可能性を検討した。関西 3 府県の周産期医療提供体制の特

徴は、（1）多くのセンターにおいて医師数が目標 A に足りないこと、および（2）各県で出生数が

多い 2 次医療圏に複数以上のセンターが配置されていることである。特徴（2）より、少なくとも

各県の中心的な 2 次医療圏では、妊婦の利便性を下げることなく分娩を取り扱う医療機関を集約

化することが可能と考えられる。それは、滋賀県大津医療圏、京都府京都・乙訓医療圏、兵庫県

神戸、阪神南、東播磨医療圏である。他方、いくつかの 2 次医療圏においては、センターの集約
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化が難しい場合や、集約化しても医師数が目標値に不足する場合がある。ただし、医療資源の多

い 2 次医療圏での集約化が、別の 2 次医療圏での医師数不足を補完しうる可能性がある。 

ここで、関西 3 府県におけるセンター配置と集約化について補足する。大津医療圏は滋賀県で

最も人口が多いことを考慮し、2 つの地域センターと 1 つの公立病院の産婦人科を総合センター1

へ統合することを検討すべきではないかと考えられる。 

京都府の丹後医療圏では、2 つある病院の産婦人科の医師数をあわせても目標 A に足りない。

しかし、医師を補充してセンター化したとしても、出生数が少ないため、相対的に供給過剰となっ

てしまう可能性がある。そこで、集約はするが、センターにはしないという対応が考えられる。

その上で、安全な分娩の実施をめざし、他の 2 次医療圏にあるセンターとの連携の確立を図るこ

とが現実的と考えられる。また、南丹医療圏では地域センターに指定されている施設以外に分娩

を取り扱う病院がなく、2 次医療圏内での集約化は難しい。しかし、隣接する京都・乙訓医療圏、

中丹医療圏との連携は十分に可能と考えられる。さらに、京都・乙訓医療圏の地域センターは 1

つをのぞいてすべて京都市内にあり、かつ医師数が 4～6 人のセンターも少なくない。地域セン

ターの集約化を検討するとともに、1 つある総合センターの医師数を、目標 A をみたすようにす

る必要があると考えられる。 

兵庫県の阪神北医療圏にはセンターはないが、4 つの公的病院があり、それらの病院の医師数

は合計 17 である。阪神北医療圏の出生数が兵庫県で 4 番目に多いことを考慮して、地域センター

1 を阪神北医療圏に配置することが可能である。一方で、神戸医療圏や阪神南医療圏、大阪府と

隣接しており、センターを配置せず、地域間の連携を強化するという方法も考えられる。なお、

姫路赤十字病院が最寄りの総合センターである市町村は多い。関西の人口の多くは大阪府にあり、

兵庫県の人口分布や病院の配置も南東に偏る。しかし、兵庫県の南西部の出生数は少なくない。

その意味で、姫路赤十字病院は兵庫県において重要といえる。 

通常、医療資源は、人口が相対的に多い「都市部」に多く存在する 51）。関西 3 府県についても、

各府県の県庁所在地など人口や出生数の多い市町村を含む 2 次医療圏には医療資源が多い。人口

や出生数が相対的に少ない 2 次医療圏では、少ない医療資源を用いながら、各府県の中心的な 2

次医療圏と連携し、周産期医療の安全性を確保する必要がある。また、人口が少ない 2 次医療圏

で集約化すると、分娩施設への移動距離が延長する地域が増加する。移動手段の確保など、高度

な周産期医療を提供する施設から遠方に居住していることの「費用」をどのように補うかが課題

となりうる。 

本論では、医師数などの医療資源に関するデータにもとづきながら、分娩施設の集約化を検討

した。その際、利用者の機会費用である通院のための移動距離をなるべく延長しない集約化を考

えた。狭い範囲に複数ある医療機関を集約化しても、利用者の移動距離はあまり変わらないだろ

う。しかし、広範囲に分散立地する医療機関の集約化は、利用者の移動距離を延長させ、アクセ
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スの悪化を生じさせうる。今後、さらに出生数の減少が続けば、利用者の移動距離を延長するよ

うな集約化を検討する必要が生じるだろう。金子・松島 52）は「高次医療機関へのアクセスが制限

される地域」で生じる問題を検討した。その結果、「従来の報告と比較し主要な受診理由・健康問

題に大きな違いはなかったが、高齢者の慢性健康問題では認知症、小児の新規健康問題は健康診

断／予防医学の頻度が高いことが示唆された。診療科は異なるものの、金子・松島の結果は、分

娩施設の集約化によりアクセスが制限されるようになる地域で、不十分となり得る項目が生じる

可能性と、それらに対する対策を講じる必要性があることを示唆する。 

本論では、都道府県ごとに 2 次医療圏での集約化を検討したが、分娩施設の望ましい配置につ

いては、広く日本全体で考えるべき問題であると考えられる。今後、他の都道府県についての調

査を継続し、最終的には日本全体で問題を考えることをめざしたい。その際、相羽 16）がとった、

理論分析の結果を現実の病院配置に適用するという分析方法を考慮することも今後の検討課題で

ある。また、本論では、分娩施設の集約化を、都市計画の変更に伴うものとしては扱っていない。

土井ほか 53）は、施設の再配置にあたっては、今後の人口動向も考慮に入れ、都市計画の変更を伴

うような広範囲にわたる検討の必要性を示唆している 54）。地域医療構想でも想定しているように、

中・長期的な人口動向を考慮して集約化を検討することも今後の検討課題である 55）56）。 
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